
＜ R6.4.1 改正 ＞  

障害福祉サービス（居宅介護等）重要事項説明書  

 

本重 要事 項説 明書 は、当事 業所 とサ ービ ス利 用契 約の 締結 を希 望さ

れる 方に 対し て、社会 福祉 法第 76 条に 基づ き、当施 設の 概要 や提 供

さ れ る サ ー ビ ス の 内 容 、 契 約 上 ご 注 意 い た だ き た い こ と を 説 明 す る

もの です 。  

 

 

※  本 事 業 所 で は 、 利用 者 に 対 し て 障 害者 総 合 支 援 法 に 基づく

＜ 居 宅 介 護 、 重 度 訪 問 介 護 、 同 行 援 護 ＞ （ 以 下 、「 居 宅 介 護

等」 とい う。）を 提供 しま す。  

当サ ー ビス の利 用 は、 原 則と して 介 護給 付 費の 支給 決 定を

受け た方 が対 象と なり ます 。  
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1.  事業者の概要   

名   称  社会 福祉 法人  片 品村 社会 福祉 協議 会  

法人 種別  社会 福祉 法人  

法人 所在 地  群馬 県利 根郡 片品 村大 字鎌 田 ４ ０５ １番 地４  

電話 番号  ０２ ７８ －５ ８－ ４８ １２  

代表 者氏 名  会長  星 野  孝俊  

法人 の  

沿革 ・特 色  

 

法人 設立  平 成４ 年４ 月１ 日  

地 域 福 祉 の 中 核 を 担 う 事 業 所 と し て 、 訪 問 介 護 事

業・ 小地 域福 祉活 動等 を積 極的 に取 り組 んで いま す。  

法人 が所 有

する  

営業 所の  

種類 ・数  

 

営業 所は 、介 護保 険事 業所 と併 設（ １カ 所）  

 

2.  事業所の概要  

事業 所の  

名称  

片品 村社 会福 祉協 議会  

事業 所の  

所在 地  

群馬 県利 根郡 片品 村大 字鎌 田 ４ ０５ １番 地 ４  

事業 所の  

電話 番号  

０２ ７８ －５ ８－ ４８ １２  

管理 者  事務 局長  川 田  貴広  

サー ビス  

提供 地域  

片  品  村  管  内  

サー ビス  

提供 日  

月曜 日  から  土 曜日  ま で  

（た だし 、１ ２月 ２９ 日か ら１ 月３ 日 ま でを 除く ）  

サー ビス  

提供 時間  

午前 ８時 ３０ 分  ～  午後 ５時 １５ 分  

事業 所番 号  １０ ４２ ７０ ００ ７８（ 平成 ３０ 年 １０ 月１ 日指 定） 

運営 方針  障 害 者 の 健 全 な 日 常 生 活 の 安 定 の た め の 援 助 を 行 い

ます  

自己 評価 の

実施 状況  

定 期 的 に 関 係 者 に よ る カ ン フ ァ レ ン ス を 行 い 、 サ ー

ビス の充 実に 努め ます  

第三 者評 価

の実 施状 況  

 

現在 は実 施し てお りま せん  

職員 研修 の

実施 状況  

県 ・ 県 社 協 ・ 県 ホ ー ム ヘ ル パ ー 協 議 会 が 行 う 研 修 に

積極 的に 参加 し、 職員 のス キル アッ プに 努め てい ます  

※ た だ し 、 必 要 に よ り 休 日 及 び 時 間 外 に サ ー ビ ス 提 供 す る こ と が で き る  
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3.  事業所の職員体制  

職  種  常勤  非常 勤  合計 員数  員数 基準  

管理 者（ 事務 局長 ）  １名   １名  １名  

サー ビス 提供 責任 者  １名   １名  １名  

訪問 介護 員  ３名  ５名  ８名  ３名  

 介護 福祉 士  

※サ ービ ス提 供責 任者 兼務  
３名  ２名  ５名  

 

 介護 職員 初任 者研 修修 了者  

（ホ ーム ヘル パー ２級 ）  
 ３名  ３名  

 

 

4.  居宅介護等計画とサービスの内容  
当 事業 所 で は 、下 記 のサ ー ビ ス 内容 か ら＜ 「 居 宅 介護 計 画」、「重 度

訪問 介護 計画 」、「 同行 援護 計画 」＞（以 下、「 居宅 介護 等計 画」とい う。）

を定 めて、サー ビ スを 提供 しま す。「居宅 介護 等計 画 」は、市 町村 が決

定 した 「 支 給 量」 と 利用 者 の 意 向や 心 身の 状 況 を 踏ま え て、 具 体 的な

サ ービ ス 内 容 や利 用 者に 対 す る サー ビ ス実 施 日 な どを 記 載し て い ま す。

「 居宅 介 護 等 計画 」 は、 利 用 者 や家 族 に事 前 に 説 明し 、 同意 を い ただ

くと とも に、利 用 者の 申し 出に より 、いつ でも 見直 す こと がで きま す。  

<サ ー ビ ス 区分 及 び サ ー ビス 内 容 > 

 

Ⅰ  居 宅介 護  

①  身体 介護（ご 家庭 に訪 問し 、入 浴や 排泄 、食 事 等 の介 助を しま す。） 

○  入浴 介助 ・清 拭・ 洗髪 …入 浴の 介助 や清 拭（ 体を 拭く ）や  

洗髪 など を行 いま す。  

○  排せ つ介 助… 排せ つの 介助 、お むつ 交換 を行 いま す。  

○  食事 介助 …食 事の 介助 を行 いま す。  

○  衣服 の着 脱の 介助 …衣 服の 着脱 の介 助を 行い ます 。  

○  その 他必 要な 身体 介護 を行 ない ます 。  

※  医療 行為 はい たし ませ ん。   

  

②  家 事 援 助 （ ご 家 庭 に 訪 問 し 、 調 理 、 洗 濯 、 掃 除 な ど の 生 活 の 援 助

を行 いま す。  

○  調理 …利 用者 の食 事の 用意 を行 いま す。  

○  洗濯 …利 用者 の衣 類等 の洗 濯を 行い ます 。  

○  掃除 …利 用者 の居 室の 掃除 や整 理整 頓を 行い ます 。  



 3 

○  買い 物… 利用 者の 日常 生活 に必 要と なる  

物品 の買 い物 を行 いま す。  

○  その 他関 係機 関へ の連 絡な ど必 要な 家事 を行 いま す。  

※  預貯 金の 引き 出し や預 け入 れは 行い ませ ん。  

（預 貯金 通帳 ・カ ード はお 預か りで きま せん 。）  

※  利用 者以 外の 方の 調理 や洗 濯、 利用 者以 外の 方の  

居室 や庭 等の 敷地 の掃 除は 原則 とし て行 いま せん 。  

 

③  通院 等の ため の乗 車又 は降 車の 介助  

通 院 等 の た め 、 ヘ ル パ ー の 運 転 す る 車 両 へ の 乗 車 又 は 降 車 の 介

助 を 行 う と と も に 併 せ て 、 乗 車 前 若 し く は 降 車 後 の 屋 内 外 に お け

る移 動等 の介 助や 通院 先で の受 診等 の手 続を 行い ます 。  

 

④  通院 介助 …通 院の ため の外 出に 伴う 身体 介護 及び 屋内 外に おけ る  

     移 動等 の介 助や 通院 先で の受 診等 の手 続を 行い ます 。  

（原 則と して 病院 内で の介 助は 含ま れま せん 。）  

 

⑤  そ の 他 、 必 要 に 応 じ て 健 康 や 日 常 生 活 上 の 状 況 を お 伺 い し 、 生 活

上の ご相 談や 助言 を行 いま す。  

 

 

Ⅱ  重 度訪 問 介 護  

 （ 全身 性障 害が ある 方な ど常 時介 護を 要す る方 を  

対象 とし たサ ービ スで す。）  

  身 体 介 護 、 家 事 援 助 、 生 活 等 に 関 す る 相 談 及 び 助 言 並 び に 外 出 時

にお ける 移動 中の 介護 を行 いま す。  

 

 

Ⅲ  同 行援 護  

  （視 覚障 害に より 、移 動に 著し い困 難を 有す る方 を  

対象 とし たサ ービ スで す。）  

   移 動 時 及 び そ れ に 伴 う 外 出 先 に お い て 必 要 な 視 覚 的 情 報 の 支 援

（ 代 筆 ・ 代 読 含 む ） 移 動 の 援 護 、 排 せ つ 、 食 事 等 の 介 護 等 を 行 い ま

す。  

 

 

 

 

 



 4 

5.  利用料金  
(1)  介護 給付 費対 象サ ービ ス利 用者 負担 額  

   居 宅介 護等 に通 常要 する 費用 につ き、厚 生労 働 大臣 が定 める 基 準 に

より 算定 した 費用 の額（下 表の とお り）の１ 割に 相当 する 額を お支 払

い頂 きま す。  

（具 体的 な金 額に つい ては 、契 約書 別紙 に記 載の とお りで す。）  

   た だ し 、「 (2)  利 用 者 負 担 の 軽 減 措 置 に つ い て 」 で 説 明 す る 軽 減

措置 に該 当す る場 合は 、軽 減後 の額 をお 支払 い頂 きま す。  

 

厚生 労働 大臣 が定 める 基準 によ り算 定し た費 用の 額  

（下 記の １割 が利 用負 担額 ）  (１ 単位 ： 8.5 円 ) 

 

①  居 宅 介 護サ ー ビ ス 費  

 

イ  居宅 にお ける 身体 介護 が中 心で ある 場合 （単 位数 ）  

ロ  通院 等介 助 (身 体介 護を 伴う 場合 )が中心 であ る場 合 （ 単位 数）  

30分  

未 満  

30分 ～  

60分  

未 満  

60分 ～  

90分  

未 満  

90分 ～  

120分  

未 満  

120 分 ～  

150 分  

未 満  

150 分 ～  

180 分  

未 満  

180 分  

以 上  

以 降  

30 分  

毎 に  

256 404 587 669 754 837 921 +83 

 

ハ  家事 援助 が中 心で ある 場合  

30分  

未 満  

30分 ～  

45分  

未 満  

45分 ～  

60分  

未 満  

60分 ～  

75分  

未 満  

75 分 ～  

90 分  

未 満  

90 分  

以 上  

以 降  

15 分  

毎 に  

106 153 197 239 275 311 +35 

 

ニ  通院 等介 助（ 身体 介護 を伴 わな い場 合） が中 心で ある 場合  

30分  

未 満  

30分 ～  

60分  

未 満  

60分 ～  

90分  

未 満  

90 分  

以 上  

以 降  

30 分  

毎 に  

106 197 275 345 +69 

 

ホ  通院 等の ため の乗 車又 は降 車の 介助 が中 心で ある 場合 102 単位  
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②  重 度 訪 問介 護 サ ー ビ ス 費  

 

イ  病院 等に 入院 又は 入所 中以 外の 障害 者に 対し て提 供し た場 合  

ロ  病院 等に 入院 又は 入所 中の 障害 者に 対し て提 供し た場 合  

60分  

未 満  

60分 ～  

90分  

未 満  

90分 ～  

120分  

未 満  

120分 ～  

150分  

未 満  

150分 ～  

180分  

未 満  

180分 ～  

210分  

未 満  

210分 ～  

240分  

未 満  

186 277 369 461 553 644 736 

 

 

4時 間 ～  

8時 間  

未 満  

8時 間 ～  

12時 間  

未 満  

12時 間 ～  

16時 間  

未 満  

16時 間 ～  

20時 間  

未 満  

20時 間 ～  

24時 間  

未 満  

基 本 単 位  821 1,505 2,184 2,834 3,520 

30 分 毎 に  +85 +85 +81 +86 +80 

 

③ 同 行 援護 サ ー ビ ス 費  

30分  

未 満  

30分 ～  

60分  

未 満  

60分 ～  

90分  

未 満  

90分 ～  

120分  

未 満  

120 分 ～  

150 分  

未 満  

150 分 ～  

180 分  

未 満  

180 分  

以 上  

以 降  

30 分  

毎 に  

191 302 436 501 566 632 697 +66 

  

 

※ 事 業 者 が 利 用 者 に 代 わ り 市 町 村 か ら 受 領 し た 介 護 給 付 費 の 額 に つ い

ては 、利 用者 に通 知し ます 。  
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(2)  利用 者負 担の 軽減 措置 につ いて  

①〔 利用 者負 担に 関す る月 額上 限〕  

１ ヶ 月あ た り の サ ー ビ ス利 用 に か か る 「 定率 負 担 」 に つ い ては 、

所 得 に 応 じ て 負 担 上 限 月 額 が 設 定 さ れ 、 そ れ 以 上 の 負 担 の 必 要 はあ

りま せん 。  

な お 、要 件 に 該 当 し 市 町村 の 認 定 を 受 け た方 に つ い て は 、 下記 の

とお り利 用者 負担 上限 月額 が軽 減さ れま す。  

区 分  区 分 の 説 明  
負 担 上 限

月 額  

生 活 保 護  生 活 保 護 世 帯 に 属 す る 者  0 円  

低 所 得 １  
市 町 村 民 税 非 課 税 世 帯 で あ っ て 、支 給 決 定 に 係 る 障 害 者

又 は 障 害 児 の 保 護 者 の 収 入 が 年 間 80 万 円 以 下 の 者  
0 円  

低 所 得 ２  市 町 村 民 税 非 課 税 で あ る 世 帯 に 属 す る 者  0 円  

一 般 １  

市 町 村 民 税 課 税 世 帯 に 属 す る

者 の う ち 、 ア 又 は イ に 該 当 し 、

か つ 所 得 割 額 16 万 円 （ 18 歳 未

満 の 障 害 児 及 び 20 歳 未 満 の 施

設 入 所 者 は 28 万 円 ） 未 満 の 者  

ア ： 居 宅 で 生 活 す る 者  

イ ： 20 歳 未 満 の 施 設 入 所 者  

居 宅 で 生 活 す る 障 害 児  

（ 18 歳 以 上 を 除 く ）  
4,600 円  

居 宅 で 生 活 す る 障 害 者

（ 18 歳 以 上 を 含 む ）  

及 び 20 歳 未 満 の 施 設

入 所 者  

9,300 円  

一 般 ２  市 町 村 民 税 課 税 世 帯 で 、 一 般 １ に 該 当 し な い 者  37,200 円  

 

  なお 、負 担上 限月 額に 達す る見 込み があ る場 合に は、受給 者証 の「 利

用者 負担 上限 額管 理対 象者 該当 の有 無」 欄に その 旨記 載さ れて い ま す 。  

 ※ 利用 者負 担の 軽減 措置 の詳 細に つい ては 、  

  片品 村役 場  保健 福祉 課（ ℡ 58-2115）にお 問い 合わ せ下 さい 。  

 

 （ 参 考 ）  

② 〔 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 〕  

     世 帯 に 複 数 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 利 用 者 が い る 場 合 や 、特 例 介 護 給 付 費 ・

特 例 訓 練 等 給 付 費 1の 利 用 者 負 担 、 介 護 保 険 制 度 に お け る 利 用 者 負 担 2が 生

じ た 場 合 の 家 計 に 与 え る 影 響 に 配 慮 し て 制 度 化 さ れ た も の で 、利 用 者 負 担

の 合 算 額 が 著 し く 高 額 で あ る と き は 、高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 が 支 給 さ れ ま

す 。  

                         
1 基準該当サービスを利用した場合の介護給付費・訓練等給付費 
2 併 せ て 障害者総合支援法による介護給付費の支給を受けている場合に限る 
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  ③ 〔 生 活 保 護 へ の 移 行 防 止 策 〕  

本 来 適 用 さ れ る べ き 負 担 上 限 月 額 を 適 用 す れ ば 生 活 保 護 を 必 要 と す る 場

合 で あ っ て 、よ り 低 い 上 限 額 を 適 用 す れ ば 生 活 保 護 を 必 要 と し な い 状 態 と な

る 場 合 に つ い て は 本 来 適 用 さ れ る べ き 上 限 額 よ り も 低 い 上 限 が 適 用 さ れ ま

す 。  

 

(3)  その 他の 料金  

有償 運送  利 用料  １キ ロメ ート ルご とに １０ ０円  

  

(4)  交通 費  

 上 記 ２ で示 し た 「サ ー ビ ス提 供 地 域」 に お ける サ ー ビス 利 用 につ い

ては 、交 通費 は無 料で す。  

   

(5)  キャ ンセ ル料  

急な キャ ンセ ルの 場合 は、 下記 の料 金を いた だき ます 。  

キャ ンセ ルが 必要 とな った 場合 は、 至急 ご連 絡く ださ い。  

  ・ご 利用 の 24 時間 前ま でに ご 連絡 いた だい た場 合     無 料  

  ・ご 利用 の 12 時間 前ま でに ご 連絡 いた だい た場 合     100 円  

  ・ご 利用 の 12 時間 前ま でに ご 連絡 いた だか なか った 場合  500 円  

(6)  その 他  

 利 用者 のお 住ま いで サー ビス を提 供す るた めに 必要 とな る水 道、ガ

ス、 電気 、電 話等 の費 用は 、利 用者 にご 負担 いた だき ます 。  

 

(7)  支払 方法  

上記 利用 料金 の支 払い は、１ か 月ご とに 計算 し、翌月 10 日まで に請

求 し ま す の で 、 末 日 ま で に 以 下 の い ず れ か の 方 法 で お 支 払 い 下 さ い 。 

ア．  窓口 での 現金 支払  

イ．  下記 指定 口座 への 振り 込み  

群馬 銀行  尾 瀬支 店  普通 預金   口座 番号  0209299 

      ﾌｸ)ｶﾀｼﾅﾑﾗｼｬｶｲﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ  

名義   社 会福 祉法 人片 品村 社会 福祉 協議 会  
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6.  サービスの利用方法  
(1)  サー ビス の利 用開 始  

  ①居 宅介 護等 につ いて 介護 給付 費 支 給決 定を 受け た方 で、 当事 業者

のサ ービ ス利 用を 希望 され る方 は、 電話 等で ご連 絡く ださ い。当

事業 者の サー ビス 提供 に係 る重 要事 項に つい てご 説明 しま す。  

  ②サ ービ ス利 用が 決定 した 場合 は契 約を 締結 し、 居宅 介護 等計 画を

作成 して、 サー ビ スの 提供 を開 始し ます。 契約 の有 効 期間 は介 護

給 付 費 支 給 期 間 と 同 じ で す 。 た だ し 、 引 き 続 き 支 給 決 定 を 受 け 、

利用 者か ら契 約終 了の 申し 出が ない 場合 は、自 動的 に 更新 され る

もの とし ます 。  

  ③居 宅介 護等 の提 供に 当た って は、 適切 なサ ービ スを 提供 する ため

に、利 用者 の心 身 の状 況や 生活 環境 、他の 保健 医療 サ ービ ス又 は

福祉 サー ビス の利 用状 況等 を把 握さ せて いた だき ます 。  

(2)  サー ビス の終 了  

  ①利 用者 が当 事業 者に 対し 7 日 間の 予告 期間 をお いて 文書 で通 知を

行っ た場 合は、 こ の契 約を 解除 する こと がで きま す。 ただ し、利

用者 の病 変、急 な 入院 など やむ を得 ない 事情 があ る場 合は、 予告

期間 内の 通知 でも 契約 を解 除す るこ とが でき ます 。  

②当 事業 者が 正当 な理 由な くサ ービ スを 提供 しな い場 合、 守秘 義務

に反 した 場合 、利 用者 やご 家族 など に対 して 社会 通念 を逸 脱す る

行為 を行 った 場合 、ま たは 当事 業者 が破 産し た場 合、 利用 者は 文

書で 通知 する こと によ り直 ちに こ の 契約 を解 除す るこ とが でき ま

す。  

  ③利 用者 がサ ービ ス利 用料 金の 支払 いを 3 か 月以 上遅 延し 、料 金を

支払 うよ う催 告し たに もか かわ らず 、 180 日以 内に お 支払 いい た

だけ ない 場合、 ま たは 利用 者や ご家 族が 事業 者や サー ビス 従業 者

に 対 し て 本 契 約 を 継 続 し が た い ほ ど の 背 信 行 為 を 行 っ た 場 合 は 、

事業 者は 文書 で通 知す るこ とに より 、直ち に契 約を 解 除し、 サー

ビス 提供 を終 了さ せて いた だく こと があ りま す。  

④当 事業 所を 閉鎖 また は縮 小す る場 合な どや むを 得な い事 情が ある

場合 、契 約を 解除 し、 サー ビス 提供 を終 了さ せて いた だく こと が

あり ます 。こ の場 合、 契約 を解 除す る日 の３ ０日 前ま でに 文書 で

通知 しま す。  

(3)  契約 の自 動終 了  

  次の 場合 は、 連絡 がな くと も契 約は 自動 的に 終了 しま す。  

①  利用 者が 施設 に入 所し た場 合  

②  居宅 介護 等の 介護 給付 費支 給期 間が 終了 し、そ の後 支 給決 定が

ない 場合 （所 定の 期間 の経 過を もっ て終 了し ます 。  

③  利用 者が 亡く なっ た場 合  
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7.  当事業者のサービス利用に際し留意いただきたい事項  
(1)  サー ビス 提供 につ いて  

サー ビス は「 居宅 介護 等計 画」 にも とづ いて 行い ます 。実 施に 関す

る指 示・ 命令 は全 て事 業者 が行 いま す。 但し 、実 際の 提供 にあ たっ

ては 、利 用者 の訪 問時 の状 況・ 事情 ・意 向等 につ いて 十分 に配 慮し

ます 。  

(2)  受給 者証 の確 認  

「住 所」 及び 「利 用者 負担 上限 月額 」、「 支給 量」 など 受給 者証 の記

載内 容に 変更 があ った 場合 は速 やか に事 業所 にお 知ら せ下 さい 。  

(3)  ホー ムヘ ルパ ーの 禁止 行為  

ホー ムヘ ルパ ーは サー ビス の提 供に あた って 、次 に該 当す る行 為は

行い ませ ん。  

①  医療 行為  

②  利用 者も しく はご 家族 等の 金銭、預 貯金 通帳、証書 、書類 等の 預

かり  

③  利用 者も しく はそ の家 族等 から の金 銭又 は物 品、 飲食 の授 受  

④  利用 者の 家族 に対 する サー ビス の提 供  

⑤  飲酒・喫煙 及び 飲 食（重 度訪 問介 護 又は 行動 援護 等に おい て利 用

者の 同意 を得 て 利 用者 と一 緒に 飲食 を行 う場 合は 除き ます 。）  

⑥  身体 拘束 その 他利 用者 の行 動を 制限 する 行為（ 利用 者 又は 第三 者

の生 命又 は身 体を 保護 する ため 緊急 やむ を得 ない 場合 を除 く）  

⑦  その 他利 用者 もし くは その 家族 等に 対し て行 う宗 教活 動、政 治活

動、 営利 活動 及び その 他迷 惑行 為  

 

8.  ハラスメント対策  
(1)  職場 にお ける ハラ スメ ント 対策  

当事 業所 は、 職場 にお ける ハラ スメ ント 防止 に取 り組 み、 訪問 介護

員が 働き やす い環 境作 りを 目指 しま す。  

(2)  利用 者や その 家族 等か ら受 ける ハラ スメ ント 対策  

利用 者や その 家族 等が 当事 業所 の訪 問介 護員 に対 して 行う 暴言 ・暴

力・ 嫌が らせ ・誹 謗中 傷等 の迷 惑行 為、 セク シャ ルハ ラス メン ト等

の行 為を 禁止 しま す。  

 

9.  虐待の防止  
 当 事業 所 は 、利 用者 等 の 人権 の 擁 護・ 虐 待 の防 止 等 のた め に 、次 に

掲げ ると おり 必要 な措 置を 講じ ます 。  

(1)  虐待 防止 に関 する 責任 者の 選定  

  管理 者  ：  鈴木  幸 光  

(2)  成年 後見 制度 の利 用支 援  

成年 後見 制度 の概 要に つい て説 明し 必要 な機 関へ お繋 ぎい たし ます  
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(3)  苦情 解決 体制 の整 備  

利用 者か らの 相談 又は 苦情 に対 応す るた めの 窓口 を設 置し 、苦 情解

決体 制を 整え ます （第 ９項 ）  

(4)  対策 委員 会の 開催  

当事 業所 にお ける 虐待 防止 のた めの 対策 を検 討す る委 員会 を定 期的

に開 催す ると 共に 、そ の結 果を 訪問 介護 員に 周知 しま す。  

(5)  指針 の整 備  

当事 業所 にお ける 虐待 防止 のた めの 指針 を整 備し ます 。  

(6)  研修 の実 施  

当事 業所 の訪 問介 護員 に対 して 、虐 待防 止に 関す る研 修を 実施 しま

す。  

(7)  市町 村へ の通 報  

当事 業所 の訪 問介 護員 、居 宅サ ービ ス事 業者 又は 養護 者（ 現に 養護

して いる 家族 ・親 族・ 同居 人等 ）に よる 虐待 が疑 われ る場 合に は、

速や かに これ を市 町村 に通 報し ます  

 

10.  感染症の予防及び蔓延防止のための措置  
  当事 業所 は、 感染 症の 予防 及び 蔓延 防止 のた めに 、次 に掲 げる とお

り必 要な 措置 を講 じま す。  
(1)  対策 委員 会の 開催  

当事 業所 にお ける 感染 症の 予防 及び 蔓延 防止 のた めの 対策 を検 討す

る委 員会 を開 催し 、そ の結 果を 訪問 介護 員に 周知 しま す。  

(2)  指針 の整 備  

当事 業所 にお ける 感染 症の 予防 及び 蔓延 防止 のた めの 指針 を整 備し

ます 。  

(3)  研修 ・訓 練の 実施  

当事 業所 の訪 問介 護員 に対 し、 感染 症の 予防 及び 蔓延 防止 のた めの

研修 及び 訓練 を定 期的 に実 施し ます 。  

 

11.  業務継続計画（ BCP）の策定  
当 事 業 所 は 、 感 染 症 や 非 常 災 害 の 発 生 に お い て 、 利 用 者 に 対 す る 障

害 福祉 サ ー ビス （ 居 宅介 護 等 ） の 提 供 を継 続 的 に実 施 す るた め 及 び非

常 時の 体 制 での 早 期 業務 再 開 を図 る た めの 計 画 を 策 定 し 、当 該 業 務継

続計 画に 従い 、必 要な 措置 を講 じま す。  

ま た 、 訪 問 介 護 員 に 対 し 、 業 務 継 続 計 画 に つ い て 周 知 す る と 共 に、

必要 な研 修及 び訓 練を 定期 的に 実施 する よう 努め ます 。  

さ ら に 、 定 期 的 に 業 務 継 続 計 画 の 見 直 し を 行 い 、 必 要 に 応 じ て 業務

継続 計画 の変 更を 行い ます 。  
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12.  秘密の保持と個人情報の保護  
    当事 業所 の訪 問介 護員 やそ の他 の職 員は 、正 当な 理由 がな くそ の業

務上 知り 得た 利用 者 又 はそ の家 族等 の秘 密を 漏ら しま せん 。ま た、そ

の必 要な 措置 を講 じま す。  

  事業 者は、利 用者 から 予 め 文書 で同 意を 得な い限 り、サ ービ ス担 当

者会 議 等 にお い て 、 利 用 者 の個 人 情 報を 用 い ませ ん 。 また 、 利 用者 の

家族 の 個 人情 報 に つい て も 、予 め 文 書で 同 意 を得 な い 限り 、 サ ービ ス

担当 者会 議等 で当 該家 族の 個人 情報 を用 いま せん 。  

 

13.  緊急時・事故発生時の対応  
サー ビス 提供 中に 、利用 者に 病状 の 急変 が生 じた 場合 その 他必 要な 場

合 は 、 速 や か に 救 急 車 の 要 請 や 主 治 の 医 師 へ の 連 絡 を 行 う 等 の 必 要 な

措 置 を 講 じ る と と も に 、 基 本 台 帳 を も と に 利 用 者 が 予 め 指 定 す る 連 絡

先に も連 絡し ます 。  

   当 事 業 所 は 、 万 全 の 体 制 で 指 定 居 宅 介 護 支 援 サ ー ビ ス の 提 供 に 当 た

り ま す が 、 万 一 事 故 が 発 生 し た 場 合 に は 、 速 や か に 利 用 者 の 家 族 、 関

係 市 町 村 等 に ご 連 絡 す る と と も に 事 故 に 遭 わ れ た 方 の 救 済 、 事 故 の 拡

大 の 防 止 な ど の 必 要 な 措 置 を 講 じ ま す 。 ま た 、 利 用 者 に 賠 償 す べ き 事

故が 発生 した 場合 には 、誠 意を 持っ て速 やか に損 害賠 償を 行い ます 。  

 

14.  この契約に関する苦情・相談窓口  
当事 業所 ご利 用相 談・ 苦情 窓口  

担当 者  管理 者（ 事務 局長 ）   川 田  貴広  

電話 番号  ０２ ７８ －５ ８－ ４８ １２  

受付 時間  午前 ８時 ３０ 分  から  午 後５ 時１ ５分 まで  

  

なお 、当 事業 所で は苦 情対 応に つい て独 自の 取り 組み を行 って いま す。 

 苦 情対 応に つい ては、対象 者の プ ライ バ シ ーの 保護 に徹 底し て取

り組 み、早 期解 決 を目 指し、関係 者 一丸 とな って 真摯 に対 応い たし

ます 。  

 

当事 業所 以外 に、 村の 相談 ・苦 情窓 口等 でも 受け 付け てい ます 。   

片品 村役 場  保健 福祉 課  
電話 番号  ５８ －２ １１ ５  

受付 時間  ８： ３０  ～  １７ ：１ ５  

片品 村社 会福 祉協 議会  

第三 者委 員（ 会計 管理 者） 

電話 番号  ５８ －２ １１ １  

受付 時間  ８： ３０  ～  １７ ：１ ５  

群馬 県福 祉サ ービ ス運 営

適正 化委 員会  

電話 番号  ０２ ７－ ２５ ５－ ６６ ６９  

受付 時間  ８： ３０  ～  １７ ：０ ０  
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   居 宅介 護利 用に あた り 、 利用 者に 対し て契 約書 及び 本書 面に 基づ

いて 、重 要な 事項 を説 明し まし た。  

 

 

令和    年    月    日  

 

 

事  業  者  

     所 在地   片品 村大 字鎌 田４ ０５ １ 番 地４  

     名  称   社会 福祉 法人  片 品村 社会 福祉 協議 会  

会  長    星  野  孝  俊   ㊞  

 

 

説明 者   サ ービ ス提 供責 任者   星  野  明  美   ㊞  

 

 

 

私は 契約 書及 び本 書面 によ り、こ れ から サー ビス を受 ける 居宅 介

護 の 重 要 な 事 項 に つ い て 事 業 者 か ら 説 明 を 受 け 同 意 し て 交 付 を 受

けま した 。  

 

利  用  者  

住  所    片品 村大 字                 

 

 

氏  名                       ㊞  

 

代理 人（ 代筆 者） ま た は立 会人 等  

 

住  所                         

 

 

氏  名                       ㊞  

 

 

利用 者と の関 係                    


